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【
町
の
山
林
の
現
状
】

　
大
磯
町
は
、
町
の
面
積
の
約
３
分

の
１
に
当
た
る
約
５
０
０
ha
が
山
林

で
、
そ
の
内
の
約
１
割
が
針
葉
樹

（
ス
ギ
や
ヒ
ノ
キ
）
の
人
工
林
、
残

り
の
９
割
が
広
葉
樹
林
等
と
な
っ
て

い
ま
す
。

　
か
つ
て
は
薪
や
炭
焼
き
な
ど
の
た

め
に
山
林
が
活
用
さ
れ
て
い
ま
し
た

が
、
化
石
燃
料
が
普
及
す
る
と
、
山

林
は
ほ
と
ん
ど
活
用
さ
れ
な
く
な
り

ま
し
た
。
そ
の
結
果
、
現
在
で
は
、

大
き
く
成
長
し
た
立
木
が
農
地
の
日

照
を
阻
害
し
た
り
、
倒
木
被
害
の
発

生
、
山
に
人
が
入
ら
な
く
な
っ
た
こ

と
に
よ
っ
て
イ
ノ
シ
シ
等
の
野
生
動

物
の
棲
み
か
が
拡
大
す
る
な
ど
、
山

林
が
農
業
や
生
活
に
支
障
を
き
た
す

存
在
に
な
っ
て
し
ま
っ
て
い
ま
す
。

【
自
伐
型
林
業
へ
の
着
目
】

　
こ
の
よ
う
な
山
林
が
抱
え
る
問
題

の
解
決
に
向
け
、
町
で
は
「
自
伐
型

林
業
」（
※
）
と
い
う
林
業
の
方
式
に

着
目
し
、
昨
年
度
、
山
林
の
持
続
的

な
活
用
と
環
境
保
全
の
方
策
を
検
討

す
る
調
査
を
実
施
し
ま
し
た
（
自
伐

型
林
業
実
現
可
能
性
調
査
）。

　
専
門
家
に
よ
る
町
内
山
林
の
踏
査

や
関
係
団
体
等
へ
の
ヒ
ア
リ
ン
グ
の

結
果
、
特
に
町
内
の
広
葉
樹
林
は
資

源
量
が
豊
富
で
あ
り
、
自
伐
型
林
業

に
よ
っ
て
持
続
的
に
活
用
で
き
る
可

能
性
が
う
か
が
え
ま
し
た
。
具
体
的

に
は
、
広
葉
樹
の
施
業
に
よ
っ
て
薪

の
生
産
を
中
心
と
し
つ
つ
、
木
材
を

使
っ
た
様
々
な
商
品
化
を
検
討
し
て

副
業
に
つ
な
げ
る
、
兼
業
型
林
業
の

ス
タ
イ
ル
が
想
定
さ
れ
ま
す
。

【
今
後
に
向
け
て
】

　
調
査
に
よ
っ
て
町
内
山
林
の
活
用

の
可
能
性
が
う
か
が
え
ま
し
た
が
、

こ
れ
ま
で
町
全
体
と
し
て
林
業
や
山

林
活
用
の
経
験
が
乏
し
い
こ
と
か
ら
、

当
然
、
課
題
も
多
く
存
在
し
ま
す
。

新
し
く
林
業
を
始
め
る
担
い
手
の
確

保
や
、
担
い
手
が
山
林
を
確
保
す
る

た
め
の
山
林
所
有
者
と
の
マ
ッ
チ
ン

グ
、
生
産
し
た
薪
や
木
材
を
使
っ
た

商
品
の
販
路
の
開
拓
な
ど
が
考
え
ら

れ
ま
す
。

　
こ
う
し
た
課
題
を
一
つ
ひ
と
つ
解

決
し
て
い
く
た
め
、
今
年
度
、
町
で

は
次
の
２
つ
の
取
組
み
を
行
い
ま
す
。

１
つ
は
、
町
の
今
後
の
山
林
活
動
を

考
え
る
フ
ォ
ー
ラ
ム
で
す
。
こ
の
中

で
、
昨
年
度
実
施
し
た
調
査
結
果
の

報
告
も
行
い
ま
す
。
も
う
１
つ
は
、

担
い
手
育
成
の
た
め
の
実
務
研
修
で

す
。
皆
さ
ん
、
ぜ
ひ
、
ご
参
加
く
だ

さ
い
。

※
自
伐
型
林
業
と
は

　
低
コ
ス
ト
で
参
入
が
容
易
な
施
業
方
法

に
よ
り
、
地
域
住
民
や
山
林
所
有
者
の
自

営
に
よ
っ
て
地
域
の
山
林
や
所
有
山
林
を

活
用
し
、
副
業
以
上
の
仕
事
と
し
て
い
く

林
業
の
こ
と
を
い
い
ま
す
。
大
規
模
で
集

約
化
さ
れ
た
雇
用
労
働
力
を
も
つ
事
業
体

や
組
合
な
ど
が
、
山
林
所
有
者
か
ら
の
作

業
委
託
に
よ
り
行
う
従
来
の
方
式
と
は
異

な
る
林
業
で
、
近
年
の
林
業
衰
退
を
克
服

す
る
手
法
の
一
つ
と
さ
れ
て
い
ま
す
。

【
参
加
者
募
集
】

■
自
伐
型
林
業
フ
ォ
ー
ラ
ム

▼
と
き
　
８
月
25
日
（
日
）
15
時
～

18
時

▼
と
こ
ろ
　
町
保
健
セ
ン
タ
ー
２
階

研
修
室

▼
内
容

①
基
調
講
演
「
地
方
創
生
の
カ
ギ

　
　
　
　
　
　
　
　
自
伐
型
林
業
」

②
自
伐
型
林
業
実
現
可
能
性
調
査
の

報
告

③
パ
ネ
ル
デ
ィ
ス
カ
ッ
シ
ョ
ン

※
ど
な
た
で
も
参
加
で
き
ま
す
。（
参

加
費
無
料
・
事
前
申
込
み
不
要
）

■
自
伐
型
林
業
実
務
研
修

▼
と
き
・
内
容

①
10
月
５
日（
土
）、
６
日（
日
）

　
チ
ェ
ー
ン
ソ
ー
取
扱
研
修

②
10
月
19
日（
土
）、
20
日（
日
）

　
選
木
・
伐
倒
・
造
材
研
修

③
11
月
２
日（
土
）、
３
日（
日
・
祝
）

　
伐
倒
・
造
材
・
搬
出
研
修（
広
葉

樹
伐
倒
・
造
材
含
む
）

④
11
月
16
日（
土
）、
17
日（
日
）

　
作
業
道
開
設
・
森
づ
く
り
・
経
営

研
修

▼
対
象
　
全
日
程
を
受
講
可
能
な
方

で
、
林
業
に
取
り
組
み
た
い
方
や
山

林
整
備
を
進
め
た
い
山
林
所
有
者

（
林
業
初
心
者
歓
迎
）

▼
費
用
　
各
回
保
険
料
１
，０
０
０

円
、①
は
テ
キ
ス
ト
代
２
，０
０
０
円

▼
定
員
　
15
名
（
申
込
者
多
数
の
場

合
は
、
町
内
在
住
者
を
優
先
さ
せ
て

い
た
だ
き
、
申
込
者
の
方
の
年
齢
、

受
講
目
的
を
考
慮
し
て
選
考
し
ま
す
）

▼
申
込
み
　
８
月
１
日
（
木
）
か
ら

９
月
２
日
（
月
）
ま
で
に
、
所
定
の

申
込
用
紙
を
メ
ー
ル
ま
た
は
Ｆ
Ａ
Ｘ
、

郵
送
（
必
着
）

※
申
込
用
紙
は
町
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
か

ら
ダ
ウ
ン
ロ
ー
ド
で
き
る
ほ
か
、
産

業
観
光
課
（
本
庁
舎
３
階
）
窓
口
に

あ
り
ま
す
。

問
産
業
観
光
課
　
☎
内
線
２
６
２

大
磯
の
豊
か
な
森
の
活
用
と
保
全
に
向
け
て

～
自
伐
型
林
業
フ
ォ
ー
ラ
ム
＆
実
務
研
修
を
実
施
し
ま
す
～
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　光化学スモッグは風が弱く、日差しが強い日に発生し
やすくなります。
　被害を受けると目が痛い、涙が出る、のどが痛い、せ
きが出る、息苦しい、頭痛・吐き気などの症状がでます。
注意報が発令されたら
　町防災行政無線で注意を呼び掛けます。速やかに屋内
活動に切り替えましょう。
光化学スモッグ情報サービス
○テレホンサービス　☎050（5306）2687
※�発令情報については、県環境科学センターのホーム
ページや町行政情報配信メールでも配信を行っていま
す。

※�光化学スモッグによる被害が発生した場合には、環境
課へご連絡ください。

問環境課☎（72）4438

　大磯町美しいまちづくり条例により、22時から６時ま
では河川や海岸などの公共の場所や静穏を害するおそれ
のある場所で、爆竹やロケット花火などの爆発音を発す
る花火を禁止しています。
　近隣の住民の皆さんに迷惑にならないよう、ルールと
マナーを守り、花火を楽しんだ後は
消火を確認し、出た「ごみ」は必ず
持ち帰りましょう！
　美しいまちづくり条例については
町ホームページをご確認ください。

問環境課☎（72）4438

～草、葉を出すときにひと手間を～
　草や葉、アジサイなどの茎は、可燃
ごみの日に出すことになっていますが、
刈ったばかりの草や葉などは水分を多
く含んでいます。
　おおいそ廃棄物減量化等推進員が
行った実験では、数日間乾燥させることで、重量を半分
以下に減らすことができました。
草、葉を出す際には・・・

「 乾 燥 さ せ て か ら ！ 」
　ひと手間かけて、ごみの減量にご協力ください。

（データはおおいそ廃棄物減量化等推進員提供）

５kgの草を乾燥させた時の推移

0

kg

初日 １日後 ２日後 ３日後 ４日後 ５日後 ６日後 ７日後

1

2

3

4

5

6

問環境課☎（72）4438

光化学スモッグにご注意ください

ごみの減量 ワンポイント！

　蚊の多い季節がやってきました。蚊媒介感染症とは、
病原体を保有する蚊に刺されることによって起こる感染
症のことです。主なものは、デング熱、ジカ熱、日本脳
炎などがあります。
　感染してからの治療法よりも、蚊に刺されないための
防蚊対策が重要です。屋外の蚊が多くいる場所で活動す
る場合は、できるだけ肌を露出せずに、虫よけ剤を使用
するなど、蚊に刺されないように注意しましょう。
　また、日本脳炎は、不活性ワクチンによる予防接種が
有効です。対象の方は主治医と相談しながら接種をしま
しょう。

　ダニ媒介感染症とは、病原体を保有するダニに咬まれ
ることによって起こる感染症のことです。
　特にマダニの活動が盛んな夏は、危険性が高まります。
草むらや藪などのマダニが多く生息する場所に入る場合
には長袖・長ズボン、足を覆う靴、帽子、手袋を着用、
首にタオルを巻くなど、咬まれないように注意しましょ
う。
　万が一、マダニに咬まれたときは、医療機関（皮膚
科）で処置をしてもらいましょう。

問スポーツ健康課　☎内線309

第１期 ３歳から４歳に達するまでに６日から28日までの間隔を
おいて２回、４歳から５歳に達するまでに１回

第２期 ９歳から10歳に達するまでに１回
（「日本脳炎予防接種の標準的な接種方法」より）

夏は、蚊媒介感染症や
ダニ媒介感染症に気をつけよう！

　気温が高くなると、家の軒下や庭木に蜂の巣を見かけ
ることがあります。８月を過ぎた頃から、急激に蜂の防
衛本能が強まり攻撃してくるようになります。巣は軒下
や換気扇など見えやすい場所や、屋根裏や戸袋など狭い
ところにも作るので注意してください。

【蜂駆除費補助制度】
　スズメバチの駆除を専門の業者に依頼した場合、駆除
にかかった費用の５割（限度額１万円）に相当する額を
補助する制度がありますのでご活用ください。
○申請に必要なもの
　・印鑑　・駆除前と駆除後の写真
　・駆除業者の領収書等
【蜂防護服貸出制度】
　町では、安全に駆除ができるよう蜂防
護服の貸出しを行っています。希望する
方は環境課までお問合せください。
（注）町では、個人の敷地内における蜂
の駆除は行っていません。

問・申環境課　☎（72）4438

蜂の駆除はお早め
3 3 3

に！

深夜の花火は禁止です!!


